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○
学
校
保
健
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）

（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
方
公
共
団
体
の
援
助
）

（
地
方
公
共
団
体
の
援
助
）

第
十
七
条

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
設
置
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学

第
十
七
条

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
設
置
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学

校
の
前
期
課
程
又
は
盲
学
校
、
聾
学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
の
小
学
部
若
し
く
は

校
の
前
期
課
程
又
は
盲
学
校
、
聾
学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
の
小
学
部
若
し
く
は

ろ
う

ろ
う

中
学
部
の
児
童
又
は
生
徒
が
、
伝
染
性
又
は
学
習
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ

中
学
部
の
児
童
又
は
生
徒
が
、
伝
染
性
又
は
学
習
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ

る
疾
病
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
か
か
り
、
学
校
に
お
い
て
治
療
の
指
示
を
受
け

る
疾
病
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
か
か
り
、
学
校
に
お
い
て
治
療
の
指
示
を
受
け

た
と
き
は
、
当
該
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
（
学
校
教
育
法
第
二
十
二
条
第
一
項

た
と
き
は
、
当
該
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
（
学
校
教
育
法
第
二
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。
）
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に

に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。
）
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に

対
し
て
、
そ
の
疾
病
の
治
療
の
た
め
の
医
療
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
必
要
な
援

対
し
て
、
そ
の
疾
病
の
治
療
の
た
め
の
医
療
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
必
要
な
援

助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規

一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規

定
す
る
要
保
護
者

定
す
る
要
保
護
者

二

生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
に
準
ず
る
程
度
に
困
窮

二

生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
に
準
ず
る
程
度
に
困
窮

し
て
い
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の

し
て
い
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の

（
国
の
補
助
）

（
国
の
補
助
）

第
十
八
条

国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る

第
十
八
条

国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
援
助
を
行
う
場
合
に
は

者
に
対
し
て
援
助
を
行
う
場
合
に
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
援
助
に

、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
援
助
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ

要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）


